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改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会の開催について 

～改正建設業法に関する説明会を開催します～ 

 

 

 
 

 

記 

 

１ 日  時 第一部：令和８年１月９日（金）１０：３０～１２：００（発注者向け） 

第二部：令和８年１月９日（金）１４：００～１５：３０（建設業者向け） 

 

２ 場  所 札幌第１合同庁舎 ２階 講堂 

 

３ 内  容 改正建設業法令和７年１２月施行内容について 

約款改正（契約変更協議に関する規定など）について 

※各回とも説明内容は同じです。 

 

４ 対  象 建設業関係者、建設業団体、民間発注者、民間発注者団体、 

国の機関、各自治体の発注担当部局、建設業許可部局 など 

 ※法人、個人は問いません。建設業関係団体への加盟、非加盟も問いません。 

 

５ 参加申込 事前申込制となりますので、下記のＵＲＬをご参照の上、ご参加ください。 

席に限りがございます。定員となり次第、受付を終了することがありますので、お早め

にお申込みください。 

 

定員 会場１００名（札幌）   

※会場につきましては、１組織２名までといたします。 

 申込期限は２営業日前（１月７日（水））までとなります。 

ＵＲＬ https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/2025/construction-business-act-2512.html 

（委託先：ＰｗＣコンサルティング合同会社サイト内） 

本年１２月に改正建設業法が全面施行となるにあたり、施行内容について周知徹底を図るた

め、「令和７年１２月分施行分」の内容から、特に「労務費に関する基準」に関する解説を中心

に、説明会を開催します。あわせて「約款改正について」も説明します。是非ご参加ください。 

 



 

６ そ の 他 ・報道関係者で傍聴を希望される方は、当日会場受付までお越しください。 

        （カメラ撮りは説明会の冒頭のみでお願いします。） 

       ・会場受講ができない場合は、オンラインでの開催（１２月１９日（金）、１月２０日

（火）の２日間）もありますのでご確認ください。 

 

 

 
【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         事業振興部 建設産業課 課長補佐  柴田 秀樹（内線 5895） 

事業振興部 建設産業課 建設業適正契約専門官 有間 誠一（内線 5886） 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 




